
敦賀署通信（令和８年２月号）

令和８年２月10日、厚生労働省は令和８年４月１
日から施行される改正労働安全衛生法第62条の２第
２項に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための
指針」を策定し、公表しました。
高齢労働者の増加に伴い多発する高齢者の労働災

害防止といえば、「エイジフレンドリーガイドライ
ン」がありますが、今般の法令改正を契機に新たな
知見等を盛り込み、ガイドラインから法律に根拠を
持つ指針に格上げして標記が策定されたものです。
敦賀労働基準監督署管内の令和７年の労働災害

（令和７年１月末速報）は、上記のとおり、全体で
131件ですが、このうち約60％が50歳以上の労働者
による災害となっています。
高年齢労働者の特性に配慮した職場を目指すこと

は、全ての労働者が安全で健康に働ける快適な
環境を整えることに他なり
ませんので、指針等に基づき、
積極的な取組をお願いします。

敦賀労働基準監督署からのお知らせ
労働安全衛生法に基づく報告・届出の
電子申請が一部義務付けられて１年経ちました︕
令和７年１月１日より、定期健康診断や労働者死傷病報
告等の一部の報告・届出の電子申請義務化が始まり、
法施行から１年が経過したところです。
今回は、この１年間で敦賀署に報告・届出された申請の
うち、注意していただきたい点を紹介します。
なお、敦賀労働基準監督署が作成したマニュアルの中で
も注意事項について触れていますので参考にしてください。
【電子申請を行う上で注意していただきたいこと】
①電子申請を行った後、申請しっぱなしになっている。
⇒正しく受理されているか確認するまでが申請手続です。
内容に不備を認める場合は、「補正指示書」が発行され

ていることがあり、この状態は「未受理」を指します。
内容については、電子申請マイページから確認できます。

②「電子公文書」をダウンロードし忘れている。
⇒「電子公文書」が送付された場合、当該データのダウン
ロード期限は90日間です。期限を過ぎると、ダウンロード
不可となりますので、マイページ確認後、
速やかにダウンロードするようにしましょう。

今月のトピック
「高年齢者の労働災害防止のための指針」
が公示されました。

高年齢者の労働災害防止
のための指針
▼二次元コード▼
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